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「プラチナくるみん」認定のお知らせ 

 

住友電装株式会社（本社：三重県四日市市、社長：井上 治）は、2016 年 5 月 25 日付

で三重労働局から次世代育成支援対策法(以下、次世代法)に基づく特例認定企業として「プ

ラチナくるみん」認定をうけました。 

 

「プラチナくるみん」認定は次世代法にもとづき、子育てサポート企業として厚生労働大臣の認定

(くるみん認定)を受けた企業がさらに高い水準の取組を行い、特例認定基準を満たした場合に受け

ることのできる制度です。 

 

今回の「プラチナくるみん」認定と同時に、「くるみん」認定も 3 回目となり、ダブル取得となり

ました。 

 

「プラチナくるみん」認定を受けるに至った当社の取組として、「男女が共に育児参画しやすい制

度の導入(育休の有給化)」「育休から復帰する時の不安を解消するイベントの実施(パパ・ママミー

ティング)」「有休を取得しやすい環境の構築(有休プラス１活動)」などを行いました。 

 

今後も、当社は、従業員の多様なライフスタイルを尊重し、一人一人の活躍に向けた取り組みを継

続していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特例認定 プラチナくるみんマーク】 

 

以 上 

2016年 6月 16日 


